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会議の結果

議案第２１号

　利尻富士町部活動地域移行検討協議会設置要綱の制定について

議案第２０号

会議に付した 　専決処分（利尻富士町教育支援委員会委員の委嘱）の承認を求める

議　　　　件 ことについて
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吉田　秀昭 寺島  信宏

第8回　利尻富士町教育委員会（　　　会）会議録

会議召集年月日 　令和　５年１０月１０日　（火曜日）

会議召集の場所 　利尻富士町役場　

開会 ・ 閉会の 　開　会　　令和　５年１０月１０日　午後　１４時５０分



日程第 1

日程第 2

日程第 3

日程第 4

日程第 5

日程第 6

日程第 7

ては、委員の皆様からのご意見も聞きながら進めていきたいと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　日程１～３について、ご意見ありますでしょうか。

　それでは、これより第８回教育委員会を開会します。成田委員が欠席

ですが、３名出席しておりますので会議は成立いたします。本日の議件

は、お手元配布のとおりとなっております。

先月、管内の教職員が一堂に会しまして、利尻島での研修会が開催され

ましたが、本町の一貫教育に深い興味を持たれたという先生もおりまし

て、また、教育局からは、管内のモデルケースということになるのでは

ないかということでお話もされておりました。今後もまた推進に当たっ

ざいました。先程、鴛泊小学校からもご説明ありましたけれど、１０月

に入りまして、町内各学校の前期が終了しました。本町の小中一貫教育

も、スタートして半年ですが、それぞれの学校で様々な取り組みが行わ

れていますけれども、進歩し続けるということが重要となっております。

次長説明 ・教職員について

教育長 　みなさんこんにちは。先程の学校訪問お疲れ様でした。ありがとうご

議案第２１号

次長説明 　利尻富士町部活動地域移行検討協議会設置要綱の制定について

　異議なし　　　　　　　　　　　　　　　・・・・原案可決

その他

議案第２０号

次長説明 　専決処分（利尻富士町教育支援委員会委員の委嘱）の承認を求めるこ

　とについて

　異議なし　　　　　　　　　　　　　　　・・・・原案可決

報告事項

次長説明 　別紙資料により説明報告

会期の決定

　１０月１０日 本日１日限りとする

令和５年第７回利尻富士町教育委員会会議録の承認について

　承認される

第8回　利尻富士町教育委員会議事内容
　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年１０月１０日（火）開催

教育長 14時50分開会を宣言し議事に入る

会議録署名委員の指定

　佐藤委員を指定



委員

教育長

山澤委員

ら立ち上げを行うところです。

２０名以内の委員をもって組織することとし、任期は３年以内としてお

ります。要綱が制定されましたら、今月中には第１回目の会議を行って、

　次長から説明ありましたが、質疑等ありますでしょうか。

　札幌の学校では、自分が入りたい部活がない子は、入らないけれど、

　第２条の学校における部活動の現状及び課題に関すること、部活動の

地域移行に関すること、その他部活動に関し必要と認める事項というこ

くのが望ましいということで、こちらの提言等も踏まえて、本町の中学

校生徒にとって、どのような部活動の在り方がいいのか、地域移行等に

について、どのように検討していけばいいのかということで、協議会を

設置したというものです。先月、検討協議会の前段の準備会を開催しま

して、町内中学校の校長、教頭、教務の先生、部活動の顧問も含め、地

域で活動している協会の方、外部指導者等にも来ていただいて、これか

教育長 　日程第６、議案第２１号、利尻富士町部活動地域移行検討協議会設置

要綱の制定についてを議題といたします。

次長 　日程第６、議案第２１号について説明します。この設置要綱ですが、

地域移行に関して、令和７年度までに休日も先行して地域移行をしてい

第１条にあります通り、国において運動部活動、文化部活動についての

委員 　はい、ありません。

教育長 　次長から説明ありましたが、質疑等ありますでしょうか。質疑がない

検査を行い適性な教育支援を行うための資料及び必要に応じて判定書を

作成しまして、教育長に報告するというものとなっております。１８日

に第１回目の会議を行いまして、１２月か１月ぐらいに２回目の会議を

経て決定されるということになっております。以上です。

ようですので、本案を承認してよろしいですか。

令和５年４月１日、別紙の通り専決処分したので、同規則第５条の規定

により、これを報告し承認を求めるものです。３ページに委員の名簿を

載せておりますが、委嘱期間については、さかのぼりますが令和５年４

月１日から令和７年３月３１日までの２年間としております。設置規則

の２条にありますように、心身に障害のある児童及び生徒について調査、

の委嘱）の承認を求めることについてを議題といたします。

次長 　日程第５、議案第２０号について説明します。利尻富士町教育支援委

員会設置規則第４条の規定による、利尻富士町教育支援委員会委員の委

嘱については利尻富士町教育委員会事務委任規則第４条の規定に基づき、

　ありません。

　続いて、日程第４、報告事項を事務局より報告願います。

　（報告事項省略）

　日程第５、議案第２０号、専決処分（利尻富士町教育支援委員会委員

教育長

とで、この小さな町で地域の力も借りて、どこまでできるのかというと

ころで、こういった協議会を設置したいというふうに思っております。

来年度まずはどのような方法ができるかも含め、要綱を制定したいとす

るものです。以上です。



委員

次長

　次長から説明ありましたが、ご質問ありましたらお願いします。以上、

て終了しました。会議は以上で終了したいと思います。

閉会を宣言する。　　　　　　　　・・・・・午後１５時１５分

たいと思っておりますので、よろしくお願いします。

教育長

教育長

　ほか、質疑等ありますでしょうか。質疑がないようですので、本案を

全ての議件が終了しましたので、第８回教育委員会に示された議件は全

発表するという学校もあるようで、例えば、地域の○○クラブに入って、

○○大会に出ましたと、月１回発表するという部活動もあるそうです。

　自由部、おもしろそうですね。今後、スピード感を持って進めていき教育長

・教職員について（１件）

その他

　日程第７、その他について、事務局よりお願いします。

承認してよろしいですか。

　はい、ありません。

自由部というのがあって、月に１回、自分たちがどんな活動をしたかを


